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議案第２６号

南丹市過疎地域持続的発展市町村計画の変更について

南丹市過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法第 8 条第 10 項において準用する同条第 1 項

及び地方自治法第 96 条第 2 項の規定による議会の議決すべき事件を定める

条例第 2 条第 3 号の規定により、議会の議決を求める。

令和８年３月２３日提出

南丹市長 西村 良平



別紙様式１ 令和７年１１月

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）
都道府県名 京 都 府
市町村名 南 丹 市

【議決予定：８年３月】

区 分 変 更 後 変 更 前（頁、行） 備 考

１ 基本的な事項

（１）市の概況

ア．市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要
京都府船井郡園部町、八木町、日吉町及び北桑田郡美山町の
合併により、平成１８年１月１日に誕生した南丹市は、京都
府のほぼ中央部に位置し、北は福井県と滋賀県、南は兵庫県
と大阪府、西は綾部市と京丹波町、東は京都市及び亀岡市と
境を接する面積６１６．４０㎢（京都府の１３．４％）の広
大な地域であり、淀川となり大阪湾へ注ぐ桂川と日本海へ注
ぐ由良川及びそれらの支流を中心に２９，３２７人（令和７
年４月１日現在）の住民が暮らしている。

７頁 ８行

（１）市の概況

ア．市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

京都府船井郡園部町、八木町、日吉町及び北桑田郡美山町の

合併により、平成１８年１月１日に誕生した南丹市は、京都府

のほぼ中央部に位置し、北は福井県と滋賀県、南は兵庫県と大

阪府、西は綾部市と京丹波町、東は京都市及び亀岡市と境を接

する面積６１６．４０㎢（京都府の１３．４％）の広大な地域

であり、淀川となり大阪湾へ注ぐ桂川と日本海へ注ぐ由良川及

びそれらの支流を中心に３０，８７０人（令和３年４月１日現

在）の住民が暮らしている。

イ．市における過疎の状況
全体的に見れば、本市の中心部（市街化区域）における若干
の人口増加はみられるものの、合併により発足した南丹市の
全域が「人口要件」「財政力要件」「規模要件（面積）」の
すべてにおいて「過疎地域とみなす要件」（過疎地域の持続
的発展の支援に関する特別措置法第４２条）に該当すること
からもわかるように、全市的な人口減少傾向にあり、また財
政力指数（過去３ヵ年平均）も０．３２（過疎地域とみなす
要件の基準は０．５１以下）と財政基盤は脆弱である。

９頁 ９行
イ．市における過疎の状況
全体的に見れば、本市の中心部（市街化区域）における若干の
人口増加はみられるものの、合併により発足した南丹市の全域
が「人口要件」「財政力要件」「規模要件（面積）」のすべて
において「過疎地域とみなす要件」（過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法第４２条）に該当することからもわか
るように、全市的な人口減少傾向にあり、また財政力指数（過
去３ヵ年平均）も０．３１（過疎地域とみなす要件の基準は０．
５１以下）と財政基盤は脆弱である。
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１ 基本的な事項

ウ、産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、京都府の
総合計画等における位置付け等を踏まえた市の社会経済的
発展の方向の概要
また本市には、恵まれた豊かな自然や数多く分布する

観光資源があり、安全な食料、歴史文化資産、農業体験、
再生可能なクリーンエネルギー等の地域資源を活用する
中で、グリーンツーリズムやエコツーリズムなどによる、
新しい地場産業の創出・育成を図るとともに大型の企業
団地の整備の促進など「都市型基盤整備」との共存を大
きな目標としている。

９頁 ２８行
ウ、産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、京都府の総合
計画等における位置付け等を踏まえた市の社会経済的発展の方
向の概要

また本市には、恵まれた豊かな自然や数多く分布する観光資

源があり、安全な食料、歴史文化資産、農業体験、再生可能

なクリーンエネルギー等の地域資源を活用する中で、グリー

ンツーリズムやエコツーリズムなどによる、新しい地場産業

の創出・育成を図る一方“伝統産業・ハイテク産業・大学・

研究施設等の集積”を目指す「ものづくり団地 京都新光悦

村」などとの「都市型基盤整備」の共存を大きな目標として

いる。

２）人口及び産業の推移と動向

ア．年齢階層別、男女別から見た人口の推移と今後の

見通し

本市を構成する旧４町の各地域における人口は、昭

和の大合併以降も年々減少し、昭和５５年国勢調査か

ら１５％以上の減（令和２年国調）となっており、と

りわけ美山地域では総人口が半減した。

出生数においては、減少傾向にあり、自然動態（出

生数と死亡数の差）の減少とともに、社会動態（転入

数と転出数の差）においても減少傾向が続いているた

め、抜本的に解決する方策を検討し少子化を食い止め

る必要がある。

一方、近年は豊かな自然や農村景観を求めてＵ・Ｊ・

Ｉターンする新規定住者も増えつつあり、定住促進の

ための受け入れ態勢の整備も必要である。

今後は、総合振興計画による市全域の地域特性を生

かしたゾーニングによる土地の有効活用により、定住促

進と総合的発展に向けた整備を図る。

10頁4行

（２）人口及び産業の推移と動向

ア．年齢階層別、男女別から見た人口の推移と今後の見通

し

本市を構成する旧４町の各地域における人口は、昭和の

大合併以降も年々減少し、昭和３５年国勢調査から２０％

以上の減（平成２７年国調）となっており、とりわけ美山

地域では総人口が半減した。

出生数においては、減少傾向にあり、自然動態（出生数

と死亡数の差）の減少とともに、社会動態（転入数と転出

数の差）においても減少傾向が続いているため、抜本的に

解決する方策を検討し少子化を食い止める必要がある。

一方、近年は豊かな自然や農村景観を求めてＵ・Ｊ・Ｉ

ターンする新規定住者も増えつつあり、定住促進のための

受け入れ態勢の整備も必要である。

今後は、総合振興計画による市全域の地域特性を生かし

たゾーニングによる土地の有効活用により、定住促進と総合

的発展に向けた整備を図る。
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１ 基本的な事項

表１－１（１）人口の推移（国勢調査）

(２）人口及び産業の推移と動向 表1-1(2)

表１－１（１）人口の推移（国勢調査）

（２）人口及び産業の推移と動向 表1-1(2)

区 分

削除 昭和 55 年
平成 2年～平
成 27年は略 令和２年

削除 実 数
平成 2年～平
成 27年は略 実 数 増減率

総 数 削除
人

38,215

平成 2年～平
成 27年は略

人

31,629

％

△4.6

0 歳～14 歳 削除 7,532
平成 2年～平
成 27年は略 3,252 △8.4

15 歳～64 歳 削除 24,892
平成 2年～平
成 27年は略 16,680 △ 8.6

うち 15 歳～29 歳(a) 削除 7,172
平成 2年～平
成 27年は略 4,758 △ 7.4

65 歳以上(b) 削除 5,791
平成 2年～平
成 27年は略 11,139 1.7

(a)／総数

若年者比率
削除

％

18.8 平成 2年～平
成 27年は略

％

15.0
－

(b)／総数

高齢者比率
削除

％

15.2

平成 2年～平
成 27年は略

％

35.2 －

区 分

昭和 35年 昭和 50年 平成２年 平成 17 年 令和２年 令和７年 令和１２年

実 数 実 数 実 数 実 数 実数 推計 推計

総 数
人

45,262

人

38,409

人

36,693

人

36,736
人

31,629
人

30,088
人

28,422

0 歳～14 歳 13,639 7,947 6,219 4,544 3,258 2,901 2,546

15 歳～64 歳 28,019 25,302 23,679 22,047 17,173 16,180 15,040

65 歳以上 3,604 5,160 6,782 10,133 11,198 11,007 10,836

区 分

昭和 35年 昭和 50年 平成 2年～平
成 27年は略 追加

実 数 実数 増減率
平成 2年～平
成 27年は略 実 数 増減率

総 数
人

45,262
人

38,409
％

△15.1
平成 2年～平
成 27年は略

人

追加

％

追加

0歳～14歳 13,639 7,947 △41.7 平成 2年～平
成 27年は略 追加 追加

15歳～64 歳 28,019 25,302 △9.7 平成 2年～平
成 27年は略 追加 追加

うち 15 歳～29 歳(a) 10,154 7,929 △21.9 平成 2年～平
成 27年は略 追加 追加

65歳以上(b) 3,604 5,160 43.2 平成 2年～平
成 27年は略 追加 追加

(a)／総数

若年者比率

％

22.4 ％

20.6 ―

平成 2年～平
成 27年は略

追加 追加

(b)／総数

高齢者比率

％

8.0
％

13.4 ―
平成 2年～平
成 27年は略 追加 －追加

区 分

昭和 35 年 昭和 50 年 平成２年 平成 17年 平成 27年 令和２年 令和７年

実 数 実 数 実 数 実 数 実 数 推 計 推 計

総 数
人

45,262

人

38,409

人

36,693

人

36,736

人

33,145

人

31,058

人

28,947

0 歳～14 歳 13,639 7,947 6,219 4,544 3,555 3,274 2,961

15歳～64歳 28,019 25,302 23,679 22,047 18,503 16,435 14,868

65 歳以上 3,604 5,160 6,782 10,133 11,087 11,349 11,117
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１ 基本的な事項

(３) 市行財政の状況

本市の財政状況は、普通会計では令和２年度歳入総額が

２９，８３４，１７２千円、歳出総額が２８，７４９，９

９５千円で、歳入歳出差引額１，０８４，１７７千円とな

り、翌年度へ繰越すべき財源４９０，７１８千円を除いた

５９３，４５９千円が実質収支という状況である。

税収等の財政基盤が弱く、財政力指数（過去３ヵ年平均）

は０．３２と類似団体を下回っている。また、財政構造の

弾力性を示す経常収支比率についても人件費の増や物価

高等の影響もあり９３．６％となり依然として財政の硬直

化が進んでおり、脆弱な財政基盤の様相を呈している。削

除公債費負担の状況を示す実質公債費比率についても、

削 除 類似団体平均を大きく上回

ることから、交付税算入の高い地方債を優先的に新規発行

し、公債費の適正管理に努めている。

また、令和６年度より「財政健全化プラン」の取り組み

を開始し、本格的に市財政の健全化に向けた事務事業等の

見直しを行うことで、将来にわたる安定した市民生活の確

立を目指し、既存施設のあり方や新たな歳入の確保など、

市政の集中改革に取り組んでいく。

今後も、やらなければならない大型事業の実施や子育て環

境整備、脱炭素に向けた官民一体の取り組み、工場立地等

に向けた基盤整備など、財政健全化の取り組みと併せて、

本市が将来にわたって発展するための挑戦を続けていく。

(３) 市行財政の状況

本市の財政状況は、普通会計では令和元年度歳入総額が

２３，８６３，９９３千円、歳出総額が２２，９４７，９

０１千円で、歳入歳出差引額９１６，０９２千円となり、

翌年度へ繰越すべき財源３００，０５４千円を除いた６１

６，０３８千円が実質収支という状況である。

税収等の財政基盤が弱く、財政力指数（過去３ヵ年平均）

は０．３１と類似団体を下回っている。また、財政構造の

弾力性を示す経常収支比率についても公債費や繰出金の増

加により９５．９％となり追 加財政の硬直化が進んでお

り、脆弱な財政基盤の様相を呈している。また、公債費負

担の状況を示す実質公債費比率についても、合併後の普通

建設事業費に係る起債の償還や、公営企業会計への準元利

償還金の増加により上昇し、類似団体平均を大きく上回る

ことから、新規発行を抑制し、公債費の適正管理に努めて

いる。

今後も、職員数の適正化に努めるとともに、行財政改革

による歳出削減を徹底して図り、自主財源の確保に努めな

がら合併によるスケールメリットを生かした事業展開等に

よる健全な財政運営をめざし、市域の均衡ある発展のため

の“一体的なまちづくり”事業を推進しなければならない。

公共施設等の整備は、単に経済的な効果にとどまらず、過

疎地域の活性化という面からも大きな投資効果があるた

め、費用対効果の十分な検討と既存施設の有効利用を図り

つつ、住民サービスの確保、地域バランスを考慮して適正

配置に努める。
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１ 基本的な事項

１表１－２（１）市財政の状況 １表１－２（１）市財政の状況

平成２２年度 平成２７年度 令和２年度

歳入総額 Ａ 23,274,264 24,538,730 29,834,172

一般財源 15,451,798 15,064,947
14,704,512

国庫支出金 2,120,225 2,101,920
6,618,696

都道府県支出金 1,398,929 1,466,292 1,632,025

地方債 2,335,500 3,478,100 3,340,900

内、過疎債 366,100 634,200 739,500

その他 1,967,812 2,427,471 3,538,039

歳出総額 Ｂ 22,358,971 23,763,602 28,749,995

義務的経費 9,127,442 9,398,701
9,897,370

投資的経費 2,989,346 4,740,675 5,246,813

内、普通建設事業 2,973,680 4,354,503 5,023,383

その他 7,268,503 9,624,226 13,605,812

過疎対策事業費（再掲） 1,580,773 2,691,074
2,861,030

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 915,293 775,128
1,084,177

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 497,538 260,562 490,718

実質収支（Ｃ－Ｄ） 417,755 514,566 593,459

財政力指数 0.356 0.342 0.31

公債費負担比率（％） 20.7 19.5 17.5

実質公債費比率 20.2 13.3 12.2

起債制限比率（％） 12.8 － ー

経常収支比率（％） 89.0 90.8 93.6

将来負担比率（％） 167.3 110.3 70.7

地方債現在高 30,706,884 27,696,062 24,625,039

平成２２年度 平成２７年度 令和元年度

歳入総額 Ａ 23,274,264 24,538,730 23,863,993

一般財源 15,451,798 15,064,947
15,031,903

国庫支出金 2,120,225 2,101,920
2,146,790

都道府県支出金 1,398,929 1,466,292 1,577,658

地方債 2,335,500 3,478,100 2,322,700

内、過疎債 366,100 634,200 390,400

その他 1,967,812 2,427,471 2,784,942

歳出総額 Ｂ 22,358,971 23,763,602 22,947,901

義務的経費 9,127,442 9,398,701
9,609,542

投資的経費 2,989,346 4,740,675 3,390,240

内、普通建設事業 2,973,680 4,354,503 2,857,875

その他 7,268,503 9,624,226 9,948,119

過疎対策事業費（再掲） 1,580,773 2,691,074
1,914,768

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 915,293 775,128
916,092

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 497,538 260,562 300,054

実質収支（Ｃ－Ｄ） 417,755 514,566

616,038

財政力指数 0.356 0.342
0.317

公債費負担比率（％） 20.7 19.5
19.2

実質公債費比率 20.2 13.3
13.4

起債制限比率（％） 12.8 － －

経常収支比率（％） 89.0 90.8 95.9

将来負担比率（％） 167.3 110.3 82.7

地方債現在高 30,706,884 27,696,062
24,329,509
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１ 基本的な事項

(３) 市行財政の状況

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況

(５）地域の持続的発展のための基本目標

国立社会保障・人口問題研究所による推計に準拠した結果、

すう勢人口が令和１２年度には２９，０００人を下回る。

すう勢人口を踏まえたうえで、合計特殊出生率の上昇、

住みやすい地域づくりや転入の増加などによる定住促進を

図ることにより、長期的視点から人口減少の抑制に取り組

み、令和１２年度に２９，０００人程度の人口規模を目標

とする。

１３頁

(３) 市行財政の状況

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況

（５）地域の持続的発展のための基本目標

（14 頁 6 行目）

国立社会保障・人口問題研究所による推計に準拠した結果、

すう勢人口が令和７年度には３０，０００人を下回る。

すう勢人口を踏まえたうえで、合計特殊出生率の上昇、住

みやすい地域づくりや転入の増加などによる定住促進を図

ることにより、長期的視点から人口減少の抑制に取り組み、

令和７年度に３０，０００人程度の人口規模を目標とする。

区 分
昭和 55

年度末

平成 2

年度末

平成 12

年度末

平成 22

年度末

令和２

年度末

市町村道 実延

長（ｍ）

改良

率（％）

舗装

率（％）

438,524

30.5

62.5

459,317

41.2

73.7

521,723

56.1

81.9

566,845

62.4

85.5

592,240

65.5

89.5

農道

延 長（ｍ）

耕地１ha当たり

農道延長（ｍ）
88.3 102.0 133.9 － －

林道

延 長（ｍ）

林野１ha当たり

林道延長（ｍ）
12.9 14.7 17.7 － －

水道普及率（％） 96.2 99.6 99.8 99.8 100.0

汚水衛生処理率

（％）
－ － 44.6 84.3 99.3

人口千人当たり

病院、診療所の

病床数（床）
12.4 16.4 16.6 19.1 21.3

区 分
昭和 55

年度末

平成 2

年度末

平成 12

年度末

平成 22

年度末

令和元

年度末

市町村道 実延

長（ｍ）

改 良

率（％）

舗装

率（％）

438,524

30.5

62.5

459,317

41.2

73.7

521,723

56.1

81.9

566,845

62.4

85.5

592,240

65.5

89.5

農道

延 長（ｍ）

耕地１ha 当たり

農道延長（ｍ） 88.3 102.0 133.9 － －

林道

延 長（ｍ）

林野１ha 当たり

林道延長（ｍ）
12.9 14.7 17.7 － －

水道普及率（％） 96.2 99.6 99.8 99.8 99.9

汚水衛生処理率

（％）
－ － 44.6 84.3 89.8

人口千人当たり

病院、診療所の

病床数（床）
12.4 16.4 16.6 19.1 20.6
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１ 基本的な事項

①産業の振興

産業は市の財政を支え、雇用確保による定住促進機能を持

ち、市が『躍動』するための原動力である。南丹市は京野菜

等に代表される多くの特産物の産地として知られており、日

本を代表する多くの企業や特徴的な高等教育機関も多く立

地している。

また、市域全体に多様な観光資源を有しており、これらを効

果的に結び付けながら地域ブランドの確立を図り、南丹ブラ

ンドの「ほんまもん」をつくるとともに、新しい形態のサー

ビス産業や最新技術を活用した産業の創出を目標とする。

〔産業創造と既存産業の支援〕

産業の活性化及び雇用創出に向けた企業誘致のさらなる推

進や新たな工業用地の開発、新しいものづくり産業の誘致・

起業促進や公有資産等を活用したサテライトオフィスの誘

致、既存産業の安定化・高度化 等

１４頁 １２行

①産業の振興

産業は市の財政を支え、雇用確保による定住促進機能を持ち、

市が『躍動』するための原動力である。南丹市は、京野菜等

に代表される多くの特産物の産地として知られており、また、

伝統産業と先端産業の共存を目指す「京都新光悦村」の立地

や、市域全体に多様な観光資源を有しており、これらを効果

的に結び付けながら地域ブランドの確立を図り、南丹ブラン

ドの「ほんまもん」をつくるとともに、新しい形態の農山村

サービス産業、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した起業や産

業の創出を目標とする。

１４頁 １２行

〔産業創造と既存産業の支援〕

産業の活性化及び雇用創出に向けた「京都新光悦村」への企

業誘致の推進や新たな工業用地の確保、新しいものづくり産

業の誘致・起業促進、ＩＣＴや公有資産等を活用したサテラ

イトオフィスの誘致、既存産業の安定化・高度化 等

結婚や出産の希望がかなう環境整備、地域全体で子育てを
支援する仕組みづくり、子育て世帯への経済的支援の推進、
多様な保育の推進、「南丹市こども計画」に基づく多様な支
援の一体的な推進、教育・保育施設の整備改修 等

P15 ②安心・安全なまちづくりの推進
〔結婚・出産・子育ての希望かなえる支援〕
2行目

結婚や出産の希望がかなう環境整備、地域全体で子育てを
支援する仕組みづくり、子育て世帯への経済的支援の推進、
多様な保育の推進、「南丹市子ども・子育て支援事業計画」
に基づく多様な支援の一体的な推進、教育・保育施設の整備
改修 等
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１ 基本的な事項

光ファイバー網を活用したＩＣＴの利活用や無線通
信など地域情報通信基盤の整備 削 除 等

〔観光・レクリエーション関連事業との連携〕

豊かな自然・歴史文化遺産を活用した観光・レクリエー

ション資源のネットワーク化の推進と、起業の促進、宿

泊を基本とする観光ルートの構築、グリーンツーリズ

ム・エコツーリズムの推進 等

光ファイバー網や無線通信など地域情報通信基盤の
整備やＩＣＴの活用 等（１５頁、２６行）

１６頁 １行

④自然環境の保全と活用

〔観光・レクリエーション関連事業との連携〕
豊かな自然・歴史文化遺産を活用した観光・レクリエー
ション資源のネットワーク化の推進と、農山村環境ビジ
ネス等の新たな起業の促進、観光ルートの構築、グリー
ンツーリズム・エコツーリズムの推進 等

３ 産業の振興
ア.農業

事業名 事業内容 事業主体

(1)基盤整備
農 業

削 除
削 除
削 除

ため池整備 2か所
農業用用排水路 1路線
削 除

農道改良 3路線
農地整備 1地区

南丹市

２２頁

(３)計画

事業名 事業内容 事業主体

(1)基盤整備
農 業

揚水ポンプ 1式
堤体グラウド工
用水路改良・整備 4路線
ため池整備 9か所
農業用用排水路 1路線
頭首工 2基
農道改良 1路線
追 加

南丹市
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３ 産業の振興

(３)計 画
２２頁

(３)計 画

事業名 事業概要 事業主体 事業名 事業概要 事業主体

（10）過疎地
域持続的発展
特別事業

土づくり事業（ソフト） 南丹市 （10）過疎地
域持続的発
展特別事業

土づくり事業（ソフト） 南丹市

南丹市がんばる農業応援事業 南丹市がんばる農業応援事業

畜産支援事業（ソフト） 畜産支援事業（ソフト）

地域バイオマス利活用事業（ソ

フト）

地域バイオマス利活用事業（ソ
フト）

削 除 新規就農研修資金償還事業（ソ
フト）

担い手養成実践農場整備支援事
業（ソフト）

担い手養成実践農場整備支援事

業（ソフト）

事業名 事業概要 事業主体

（10）過疎地
域持続的発展
特別事業

多面的機能支払交付金事業
各活動組

織

環境保全型農業直接支払交付金

事業

農業者等

各活動組

織

中山間地域等直接支払交付金事
業

各集落協
定

事業名 事業概要 事業主体

（10）過疎地
域持続的発
展特別事業

多面的機能支払交付金事業
各活動

組織

環境保全型農業直接支払交付金

事業

農業者

等

各活動

組織

中山間地域等直接支払交付金事
業

各協定締
結集落
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３．産業の振興

（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

(３)計画

２３頁
（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種
産業振興

促進区域
業種 計画期間 備考

旧園部町、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業

令和 8年 4月 1日
～

令和 13年 3月 31日

事業名 事業内容 事業主体

(1)基盤整
備

林 業

削 除
削 除
削 除
削 除

市行分収造林事業
森林病害虫防除事業
野生鳥獣被害総合対策事業(防護
柵設置・捕獲・捕獲鳥獣減容化施
設設置)
緑の公共事業

南丹市

(3)経営近
代

化施設
林 業

削 除
削 除
削 除
削 除

削 除

林業生産用機械施設（フォーワー

ダ）1台
日吉町森

林組合

木質チップボイラ施設 1式 南丹市

削 除 削 除

削 除 削 除 削 除

産業振興

促進区域
業種 計画期間 備考

追 加、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業

令和 3年 4月 1日
～

令和 8年 3月 31日

(３)計画 ２４頁

事業名 事業内容 事業主体

(1)基盤整
備

林 業

林道開設 6路線
林道改良 3路線
林道舗装 2路線
林道専用道 1路線
市行分収造林事業

森林病害虫防除事業

野生鳥獣被害総合対策事業(防護柵
設置・捕獲・捕獲鳥獣減容化施設設

置)

南丹市

(3)経営近
代化施設
林 業

林業生産用機械施設（グラップル）

1台

林業生産用機械施設（ハーベスタ

ー）1台

林業生産用機械施設（フォーワー

ダ）1台

林業生産用機械施設（スイングヤー

ダ）1台

美山町森林組合

追 加 追 加
木質チップボイラ施設 1式 南丹市
キノコ・山菜等加工貯蔵庫施設 １

式 ㈲芦生の里

(4)地場産業の
振興

加工施設
シカ肉貯蔵庫 南丹市
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区 分 変 更 後 変 更 前（頁、行） 備 考

３ 産業の振興
ウ.水産業

２６頁
(３)計 画

事業名 事業内容 事業主体 事業名 事業内容 事業主体

(1)基盤整備
水産業

河川環境整備

美山漁業
協同組合
大堰川漁
業協同組
合

(1)基盤整備
水産業

河川環境整備

美山漁業
協同組合
大堰川漁
業協同組
合

削 除 削 除
ホンモロコ養殖地施設

一式
南丹市
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３．産業の振興

（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

２５頁

（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

２６頁

（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

エ．商工業

（１）現況と問題点

商業においては、小売業等が年々減少傾向にあり、全市的

に地元商店の利用が減少している。削

除

日吉地域、美山地域の製造業の状況は、事業所数では繊

維・衣類、製造品出荷額では電気機械が中心で、中堅企業

が数社立地するものの、大多数は 削 除 下請け、孫請

けであるため工業力は低迷している。

２７頁 ８行

エ．商工業

（１）現況と問題点

商業においては、小売業等が年々減少傾向にあり、特に日吉地

域、美山地域において地元商店の利用が減少している。全市的

にも、住民のライフスタイルや消費者意識の変容、近隣市の大

型商業施設の充実等により、地域内購買力が流出する傾向が続

いている。このような現状の中、“まち”の活性化のためにも、

商業の振興は大きな課題となっている。

日吉地域、美山地域の製造業の状況は、事業所数では繊維・衣

類、製造品出荷額では電気機械が中心で、中堅企業が数社立地

するものの、大多数は家内工業や下請け、孫請けであるため工

業力は低迷している。

産業振興促

進区域
業種 計画期間 備考

旧園部町、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業

令和 8年 4月 1日
～

令和 13年 3月 31日

産業振興促

進区域 業種 計画期間 備考

追 加、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業

令和 3年 4月 1日
～

令和 8年 3月 31日

産業振興促

進区域 業種 計画期間 備考

旧園部町、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業

令和 8年 4 月 1 日

～

令和13年3月 31日

産業振興促

進区域 業種 計画期間 備考

追 加、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業

令和 3年 4月 1日
～

令和 8年 3月 31日
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３．産業の振興

商業の推移（商業統計調査） (小売業＋卸売業)

２７頁

商業の推移（商業統計調査） (小売業＋卸売業)

工業の推移（工業統計調査）
２８頁

工業の推移（工業統計調査）

区 分 平成 24 年 平成 28 年 令和 3年

商店数 (店) 293 282 279

従業者数 (人) 1,393 1,380 1,038

商業販売額 (万円) 26,287 32,539 25,839

1 店舗当り商業販売額 (百万円) 90 115 93

区 分 平成 24 年 平成 28 年 追加

商店数 (店) 293 282 追加

従業者数 (人) 1,393 1,380 追加

商業販売額 (百万円) 26,287 32,539 追加

1 店舗当り商業販売額 (百万円) 90 115 追加

区 分 平成 24 年 平成 28年 令和 3年

事業所数 (社) 144 147 129

従業者数 (人) 3,245 3,206 3,294

製造品出荷額等(万円) 19,635,598 20,978,816 13,138,223

1 事業所当り製造品出荷額等(万円) 136,358 142,713 101,847

ひとり当り製造品出荷額等(万円) 6,051 6,543 3,989

区 分 平成 24 年 平成 28 年 追加

事業所数 (社) 144 147 追加

従業者数 (人) 3,245 3,206 追加

製造品出荷額等(万円) 19,635,598 20,978,816 追加

1事業所当り製造品出荷額等(万円) 136,358 142,713 追加

ひとり当り製造品出荷額等(万円) 6,051 6,543 追加
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（2）その対策

既存の商店街については、恒久的な顧客の減少など非常に厳しい経

営状況であるが、地域消費者ニーズの変化に対応し、経営の多角化や

南丹市ならではの店舗づくり、また、中心市街地を活用したチャレン

ジショップの展開や共同店舗等、新しい形の商業集積構想の立案と具

現化が必要である。

主に園部地域、八木地域における市街化区域については、 削除

商店街の組織力の強化と空き店舗の有効活用、事業承継や人材育成へ

の支援も削 除重要な施策である。

産業の活性化及び雇用確保については、インターチェンジ周辺を基

本に未来投資促進法等の制度を活用しながら工場用地を確保し、引き

続き企業誘致を積極的に進めるとともに、削 除公有資産等を活用し

たサテライトオフィスの誘致、空き店舗の活用などを支援し商工会と

連携しながら起業・創業支援を進める。

立地・誘致した事業所では積極的な地元雇用が進められており、今

後も就職セミナーやマッチングなどの就業対策に取り組む。

さらに、国内外から多く訪れる観光入込客も大きな魅力であり、「商

業」と「観光」との連携による地域経済循環を図り、地域の核となる

拠点としての機能強化や、取り巻く様々な資源や組織等との有機的な

連携の仕組みづくりを支援する。

２８頁

（２）その対策

既存の商店街については、 追 加 非常に厳しい 追加 状況である

が、地域消費者ニーズの変化に対応し、経営の多角化や地域に則した店舗

づくり、また、 追加 チャレンジショップ 追加 や共同店舗等、新し

い形の商業集積構想の立案と具現化が必要である。

主に園部地域、八木地域における市街化区域については、中心市街地活

性化を推進する商店街の組織力の強化と空き店舗の有効活用、追加人材育

成への支援も、商業振興の重要な施策である。

産業の活性化及び雇用確保については、活用可能な工場用地を確保し、

引き続き企業誘致を積極的に進めるとともに、全市をカバーする光ファイ

バー網やＩＣＴ（情報通信技術）、公有資産等を活用したサテライトオフィ

スの誘致、地域資源を生かしたコミュニティビジネス・ソーシャルビジネ

スなどの起業・創業支援を進める。

立地・誘致した事業所では積極的な地元雇用が進められており、今後も

事業所への地元雇用支援を進めるとともに就職セミナーやインターンシッ

プなどの就業対策に取り組む。

さらに、国内外から多く訪れる観光入込客も大きな魅力であり、「商業」

と「観光」との連携による地域経済循環を図る必要があり、地域の核とな

る拠点としての機能強化や、取り巻く様々な資源や組織等との有機的な連

携の仕組みづくりを支援する。

３．産業の振興

（３）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種
（３）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種（28 頁）

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

旧園部町、

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サー

ビス業等、農林水

産物等販売業、旅

館業

令和 8年 4月 1日
～

令和 13年 3月 31日

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

追 加

旧八木町、

旧日吉町、

旧美山町

製造業、情報サー

ビス業等、農林水

産物等販売業、旅

館業

令和 3年 4月 1日
～

令和 8年 3月 31日
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３．産業の振興

オ．観 光

（１）現況と問題点

観光入込客数については、国内観光客、インバウンドと

ともにコロナ禍以前の状況に戻りつつある。伴って観光消

費額も上昇傾向が続いており、さらに多くの観光客に対し

て南丹市ならではの魅力を発信し、観光地域まちづくり法

人や観光協会と連携しながら、観光消費額を高めるなど戦

略的に観光を産業として定着させていく必要がある。

本市は「かやぶきの里（重要伝統的建造物群保存地区）」

「芦生研究林」 削除 「日吉ダム」「スプリングスひよし」

「るり渓」「大堰川」のほか由緒ある神社仏閣など特筆すべ

き自然環境や貴重な文化遺産、リラクゼーション施設を有

しており、これらの観光資源を有効に活用するための情報

発信機能の強化やネットワークの構築が必要がある。

また、京都丹波国定公園内にも位置する日吉地域、美山地

域を中心とした広大な「森林共生ゾーン」においても自然

環境の保全だけでなく、観光・レクリエーション関連事業

との連携による自然体験ツアーなどの付加価値の創造が必

要であり、今後地域活性化の資源として活用するためにも、

自然景観の保護、交通利便の向上、観光施設の整備、観光

情報の発信等の諸問題を解決しなければならない。

２９頁

オ．観 光

（１）現況と問題点

近年増加していたインバウンド（訪日外国人旅行）について

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為の渡航制限により

激減するとともに、日本人旅行客についても外出自粛により、

大幅に減少している。

しかしながら、長引く自粛の影響によりコロナ収束後に観光

したいという需要は高まっている。

多くの観光客に対して、安心して観光できる清潔感の周知と、

感染症予防の徹底や、近場を旅するマイクロツーリズムの普及

などにより、３密を避けて郊外を目指す観光客の増加が予想さ

れ、少しずつではあるが南丹市への観光入込客数も回復すると

考える。

解決すべき問題点として、本市は 追加 「芦生研究林」「か

やぶきの里（重要伝統的建造物群保存地区）」「日吉ダム」「スプ

リングスひよし」「るり渓」「大堰川」のほか 追加 神社仏閣

など特筆すべき自然環境や貴重な文化遺産、リラクゼーション

施設を有しており、これらの観光資源を有効に活用した広域的

な観光ネットワークを構築する必要がある。また、追 加日吉

地域、美山地域を中心とした広大な「森林共生ゾーン」におい

ても自然環境の保全だけでなく、観光・レクリエーション関連

事業との連携による自然体験ツアーなどの付加価値の創造が必

要であり、今後地域活性化の資源として活用するためにも、自

然景観の保護、交通利便の向上、観光施設の整備、観光情報の

発信、新規客層の開拓等の諸問題を解決しなければならない。
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３．産業の振興

●観光入込客数の推移 ●観光入込客数の推移 30 頁

３．産業の振興

（２）その対策

今後も観光需要の増大が期待され、その嗜好も「ウエル

ネス」「癒し」「ゆとり」など、都会では味わえない温もり

が求められている。子どもの自然体験や環境教育、中高年

齢層への和みの空間の提供等、各層の観光客や来訪者のニ

ーズに合わせ、観光地域まちづくり法人や観光協会との更

なる連携による体験型観光などの推進を積極的に進める。

また、これらの魅力ある自然環境や景観資源の価値を一

層高める取り組みを、 削除 市民や各種の団体、企業、

関係機関等との連携と協働により推進する。

さらに、交通網の整備・充実を図り、観光における“南丹

ブランド”の創出とリピーターづくり等、南丹市の観光戦

略に基づき中長期的な観光振興を実行する必要がある。

（２）その対策 ３０頁

今後も観光需要の増大が期待され、その嗜好も 追加「癒し」

「ゆとり」など、都会では味わえない温もりを感じられる“ふ

るさと”への回帰傾向は強く、子どもの自然体験や環境教育、

中高年齢層への和みの空間の提供等、各層の観光客や来訪者の

ニーズに合わせ、中山間地の特性を生かしたグリーンツーリズ

ムや観光地域づくり法人との更なる連携によるエコツーリズム

などの推進を図る。また、これらの魅力ある自然環境や景観資

源の価値を一層高める取り組みを、「森の京都」ブランドとして、

市民や各種の団体、企業、関係機関等との連携と協働により推

進する。

さらに、交通網の整備・充実を図り、新たな“南丹ブランド”

の創出とリピーターづくり等、 追加 中長期的な観光戦略構

想を構築する。

区 分

年 次

入込客の総数（人）
観光消費額

（千円）内、日帰り客数 内、宿泊客数

平成１８年 1,545,853 1,492,335 53,518 1,933,501

平成１９年 1,516,296 1,459,118 57,178 2,023,601

平成２０年 1,726,505 1,674,150 52,355 2,109,550

平成２１年 1,790,342 1,740,076 50,266 2,078,834

平成２２年 1,744,839 1,695,680 49,159 2,358,940

平成２３年 1,621,570 1,574,705 46,865 2,138,892

平成２４年 1,633,220 1,586,900 46,320 2,250,395

平成２５年 1,789,267 1,741,874 47,393 2,344,294

平成２６年 1,764,160 1,717,209 46,951 2,618,219

平成２７年 1,972,194 1,912,960 59,234 2,702,361

平成２８年 2,739,418 2,661,484 77,934 2,938,263

平成２９年 2,652,606 2,553,537 99,069 2,960,390

平成３０年 2,396,518 2,290,180 106,338 2,964,433

令和元年 2,484,463 2,368,100 116,363 3,198,242

令和２年 1,917,329 1,831,204 86,125 2,766,589

令和３年 2,001,489 1,916,828 84,661 2,957,194

令和４年 2,292,199 2,182,661 109,538 3,455,452

令和５年 2,452,519 2,321,762 130,757 3,851,691

令和６年 2,591,128 2,452,973 138,155 4,230,117

区 分

年 次

入込客の総数（人）

観光消費額

（千円）内、日帰り客数 内、宿泊客数

平成１８年 1,545,853 1,492,335 53,518 1,933,501

平成１９年 1,516,296 1,459,118 57,178 2,023,601

平成２０年 1,726,505 1,674,150 52,355 2,109,550

平成２１年 1,790,342 1,740,076 50,266 2,078,834

平成２２年 1,744,839 1,695,680 49,159 2,358,940

平成２３年 1,621,570 1,574,705 46,865 2,138,892

平成２４年 1,633,220 1,586,900 46,320 2,250,395

平成２５年 1,789,267 1,741,874 47,393 2,344,294

平成２６年 1,764,160 1,717,209 46,951 2,618,219

平成２７年 1,972,194 1,912,960 59,234 2,702,361

平成２８年 2,739,418 2,661,484 77,934 2,938,263

平成２９年 2,652,606 2,553,537 99,069 2,960,390

平成３０年 2,396,518 2,290,180 106,338 2,964,433

令和元年 2,484,463 2,368,100 116,363 3,198,242

令和２年 1,917,329 1,831,204 86,125 2,766,589

追加 追加 追加 追加 追加

追加 追加 追加 追加 追加

追加 追加 追加 追加 追加

追加 追加 追加 追加 追加
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３．産業の振興

（３）計 画 （３）計 画（30 頁）

区

分
事 業 名 事 業 概 要 事 業 主 体

２

産
業
の
振
興

(9)観光又は

レクリエーシ

ョン

スプリングスひよし改修

南丹市

施設管理者

スプリングスひよしＢＢＱ棟設置

スプリングスひよしキャンプ場管理棟・ト

イレ等の設置

美山町自然文化村施設 削除 改修

道の駅「美山ふれあい広場」施設内改修 削

除

南丹市

大野ダム公園管理事務所改修

かやぶきの里拠点施設 削除 改修 削除

削 除

エコツーリズムの推進

園部公園再整備事業

公園施設長寿命化対策支援事業

森の京都推進事業

南丹市

一般社団法人 森の

京都地域振興社

(10)過疎地域

持続的発展特

別事業

地域ＤＭＯの推進

一般社団法人

南丹市美山観光

まちづくり協会

観光協会の観光振興推進 南丹市観光協会

区

分
事 業 名 事 業 概 要 事 業 主 体

２

産
業
の
振
興

(9)観光又は

レクリエーシ

ョン

スプリングスひよし改修

南丹市

施設管理者
スプリングスひよしＢＢＱ棟設置

スプリングスひよしキャンプ場管理棟・トイレ等の設

置

美山町自然文化村施設整備・改修

道の駅「美山ふれあい広場」施設内改修・整備

南丹市

大野ダム公園管理事務所改修

かやぶきの里拠点施設かやぶき屋根改修・施設改修

かやぶき美術館及び資料館かやぶき屋根改修

エコツーリズムの推進

園部公園再整備事業

公園施設長寿命化対策支援事業

森の京都推進事業

南丹市

一般社団法人 森

の京都地域振興社

(10)過疎地域持

続的発展特別事

業

地域ＤＭＯの推進

一般社団法人

南丹市美山観光

まちづくり

協会

追 加 追 加
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３．産業の振興

（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

（４）産業振興促進事項（31 項）

（ｉ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

産業振興促

進区域

業種 計画期間 備考

旧園部町

旧八木町

旧日吉町

旧美山町

製造業、情報

サービス業

等、農林水産

物等販売業、

旅館業

令和 8年 4 月 1 日

～

令和13年 3月 31日

産業振興促進

区域

業種 計画期間 備考

追 加

旧八木町

旧日吉町

旧美山町

製造業、情報

サ ービ ス 業

等、農林水産

物等販売業、

旅館業

令和 3年 4月 1日

～

令和 8年 3月 31 日

- 19 -



４ 地域における情報
化

また、同報系防災行政無線は、デジタル方式での整備は完了して

いるが、未設置世帯もあることから引き続き整備が必要である削除。

(３)計画

３３頁 ５行

また、同報系防災行政無線は、デジタル方式での整備は完了しているが、

未設置世帯もあることから引き続き整備が必要であるほか、統制台等整備か

ら期間が経過した機器の老朽化による機器更新や、災害に対し脆弱性を懸念

する長老ヶ岳中継局を経由しないルートの構築が必要となっている。

３３頁

(３)計画

区分 事 業 名 事 業 概 要
事 業

主 体

３

地
域
に
お
け
る
情
報
化

(1)電気通信

施設等情

報化のた

めの施設

通信用鉄塔

施設

削 除

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業

情報化、デジ

タル技術活

用

移動通信用鉄塔施設整

備

削 除

共通投票所の開設

電子申請等の導入

ドローンを活用した物

資の配送

南丹市

区分
事 業

名
事 業 概 要 事 業 主 体

３

地
域
に
お
け
る
情
報
化

(1)電気通

信施設

等情報

化のた

めの施

設

通 信 用 鉄

塔施設

防 災 行 政

用無線施設

(2)過疎地

域 持 続 的

発 展 特 別

事業

情報化、デ

ジ タ ル 技

術活用

移動通信用鉄塔施設

整備

同報系防災行政無線

設備（統制台等機器更

新及び中継ルート変

更）

共通投票所の開設

電子申請等の導入

ドローンを活用した

物資の配送

南丹市
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４ 地域における情報
化

３４頁 ７行、８行

事業名 事業内容 備考 事業名 事業内容 備考

(2)過疎地域持続
的発展特別事業

情報化、デジタ

ル技術活用

削 除
削 除

フロントヤード・バックヤ
ードの改革

Wi－Fiの整備・更改

ネットワークカメラ等の
設置・更改

ドローンを活用した物資
の配送

(2)過疎地域持続

的発展特別事業

情報化、デジタル

技術活用

共通投票所の開設
電子申請等の導入

追 加

追 加

追 加

ドローンを活用した物資の
配送
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５ 交通施設の整備、
交通手段の確保

ア．道路網の整備

(１)現況と問題点

国・府道の状況 (令和７年４月１日)

市道の状況 (令和７年４月１日)

資料：市 道路台帳

(３)計 画

３５頁

(１)現況と問題点

国・府道の状況 (令和３年４月１日)
３７頁

市道の状況 (令和３年４月１日)

資料：市 道路台帳

(３)計 画

区 分 路線数
実延長

(ｍ)

改良の状況 舗装の状況
6

延長(ｍ)
率

(％)
延長(ｍ)

率

(％)
延長(ｍ)

率

(％)

１ 級 32 73,736 68,291 92.6 72,683 98.6 60 0.1

２ 級 61 84,457 70,509 83.5 83,399 98.7 527 0.6

その他 1,259 434,744 251,287 57.8 374,932 86.2 30,713 7.1

計 1,352 592,937 390,087 65.8 531,014 89.6 31,300 5.3

区分 事 業 名 事 業 概 要
事 業 主

体

４

交
通
施
設
の
整
備
、
交
通
手

段
の
確
保

(1)市町村道

自然災害防止 ３路線

南丹市
道路改良 ８路線

舗装改良 ２１路線

橋りょう改良 ５１橋

区 分 路線数
実延長

(ｍ)

改良の状況 舗装の状況
6

延長(ｍ)
率

(％)
延長(ｍ)

率

(％)
延長(ｍ)

率

(％)

１ 級 32 73,748 68,303 92.6 72,695 98.6 60 0.08

２ 級 61 84,466 70,489 83.4 83,408 98.7 527 0.6

その他 1,248 434,026 249,054 57.4 374,010 86.2 31,373 7.2

計 1,341 592,240 387,846 65.5 530,113 89.5 31,960 5.4

区分 事 業 名 事 業 概 要
事 業 主

体

４

交
通
施
設
の
整
備
、
交
通
手

段
の
確
保

(1)市町村道

自然災害防止 ２路線

南丹市
道路改良 １６路線

舗装改良 ３４路線

橋りょう改良 ２３橋
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６ 生活環境の整備

ア．水道施設

本市の給水率は、ほぼ１００％に達しているが、主要施設

の老朽化が進み、長期計画による更新が必要な施設も少なく

ない。また、過疎化の影響から給水量も伸び悩み、水道料金

に影響を及ぼすことも懸念されていることから、施設の統合

を検討している。

南丹市水道事業について

４０頁

ア．水道施設

本市の給水率は、ほぼ１００％に達しているが、主要施設の老

朽化が進み、長期計画による更新が必要な施設も少なくない。

また、過疎化の影響から給水量も伸び悩み、水道料金に影響を

及ぼすことも懸念されていることから、施設の統合に取組んで

いる。

南丹市水道事業について
給水区域 計画内容 令和６年度末の状況

事業区分 浄水場
計画人口

（人）

計画給水量

（㎥／日）

実給水人口

（人）

給水件数

（件）

実給水量

（㎥／年）

園部

船岡

19,035 9,780

15,269 6,075 1,855,027船阪

大河内第２

八木
千代川（亀

岡市受水）
3,472 1,458 409,196

八木 川東 3,533 2,459 3,149 1,429 471,988

胡麻

胡麻第１

2,169 1,010 2,055 955 229,516
胡麻第２

日吉中央

殿田

1,545 1,288 1,405 771 248,353片野

和田

四ツ谷 四ツ谷 252 126 206 151 16,603

中世木 中世木 102 50 88 58 7,566

給水区域 計画内容 令和元年度末の状況

事業区分 浄水場
計画人口

（人）

計画給水量

（㎥／日）

実給水人口

（人）

給水件数

（件）

実給水量

（㎥／年）

園部

船岡

19,035 9,780
15,787 5,790

2,334,56

3
船阪

大河内第２

八木 大藪 3,558 1,411 494,373

八木 川東 3,533 2,459 3,597 1,455 557,334

胡麻

胡麻第１

2,169 1,010 2,187 925 329,615
胡麻第２

日吉中央

殿田

1,545 1,288 1,582 788 342,481片野

和田

四ツ谷 四ツ谷 252 126 247 158 30,825

中世木 中世木 102 50 115 59 13,255
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６ 生活環境の整備

佐々江 佐々江 137 71 128 104 11,020

生畑・木

住

生畑木

住
239 135 206 111 25,874

畑郷 畑郷 127 70 96 78 9,505

美 山 中

央

須麦谷

1,243 731 1,174 716 188,267

静原第

１

静原第

２

川谷

音海

知井 河内谷 527 349 488 355 50,648

内久保 内久保 183 73 163 87 14,996

平屋

野添

523 339 476 316 73,162

又林

宮島 原 319 142 273 151 27,348

鶴ヶ岡

高野

665 408 581 386 57,943洞

見舘

芦生 芦生 38 28 44 30 5,557

佐々里 佐々里 23 11 17 14 1,773

佐々江 佐々江 137 71 145 103 17,293

生畑・木

住

生畑木

住
239 135 240 109 34,118

畑郷 畑郷 127 70 130 78 15,449

美 山 中

央

須麦谷

1,243 731 1,348 735 250,371

静原第

１

静原第

２

川谷

音海

知井 河内谷 527 349 558 367 85,498

内久保 内久保 183 73 193 87 21,623

平屋

野添

523 339 522 314 111,524
又林

宮島 原 319 142 311 150 35,562

鶴ヶ岡

高野

665 408 673 395 88,015洞

見舘

芦生 芦生 38 28 50 39 8,514

佐々里 佐々里 23 11 20 15 2,941
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６ 生活環境の整備

（２）その対策
より安全で衛生的な「水」の安定供給を図るため、環境対策

との連動により、需要の変化を見通しながらの水資源の確保

（節水による水資源の確保）や、施設削除統合の検討、老朽

管対策に併せ、管路の耐震化に努める。

（３）計 画

（２）その対策

より安全で衛生的な「水」の安定供給を図るため、環境対策と

の連動により、需要の変化を見通しながらの水資源の確保（節

水による水資源の確保）や、施設の統合及び維持管理に努める。

（３）計 画

区

分

事 業

名
事 業 概 要

事 業 主

体

５

生
活
環
境
の
整

備

(1)水道

施設 配水管布設替工事（老朽

管対策・耐震化）

浄水場施設整備工事（浄

水処理の最適化）

南丹市

区

分

事 業

名
事 業 概 要

事 業

主 体

５

生
活
環
境
の
整

備

(1)水道

施設

配水管布設替工事追加

浄水場施設整備工事追加
南丹市
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６ 生活環境の整備

下水道の状況 （令和 7 年 3 月 31 日現在） 下水道の状況 （令和 3 年 3 月 31 日現在）

事

業

処理

区

処理

区域

行政区域内 現在処

理区域

普及

率

現在水洗便所設置
水洗

化率
世帯 人口

世帯 人口

（ha） （戸） （人）Ⓐ （人）

Ⓑ

(％)Ⓑ／

Ⓐ
（戸） （人）Ⓒ

(％)Ⓒ／

Ⓑ

公
共
下
水
道
事
業

園

部
433.1 5,611 11,665 11,665 100.0 5,323 11,187 95.9

八

木 368.0 2,539 4,944 4,944 96.3 2,072 4,389 88.8

計

801.1 8,150 16,609 16,609 98.9 7,395 15,576 93.8

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業

西

部 69.0 499 1,084 1,084 100.0 476 1,047 96.6

西本

梅 59.8 335 703 703 100.0 323 681 96.9

八木

北
49.0 437 916 916 100.0 384 825 90.1

胡

麻
97.8 969 2,065 2,065 100.0 879 1,890 91.5

殿

田
49.2 394 789 789 100.0 324 666 84.4

計 324.8 2,634 5,557 5,557 100.0 2,386 5,109 91.9

農
業
集
落
排
水
事
業

船

岡
18.0 139 320 320 100.0 133 310 96.9

摩気

東部
35.0 197 407 407 100.0 177 364 89.4

大河

内
8.6 46 73 73 100.0 45 71 97.3

天

引
8.2 63 133 133 100.0 59 128 96.2

川

辺
18.5 134 274 274 100.0 122 259 94.5

園部

北部
20.6 205 437 437 100.0 189 412 94.3

美

里
6.0 54 123 123 100.0 52 119 96.7

神

吉
17.4 155 319 319 100.0 147 301 94.4

殿 23.6 148 320 320 100.0 139 294 91.9

事

業

処理

区

処理

区域

行政区域内 現在処

理区域

普及

率

現在水洗便所設置済
水洗

化率
世帯 人口

世帯 人口

（ha） （戸） （人）Ⓐ （人）

Ⓑ

(％)Ⓑ／

Ⓐ
（戸） （人）Ⓒ

(％)Ⓒ

／Ⓑ

公
共
下
水
道
事
業

園

部
433.1 5,450 11,716 11,716 100.0 5,123 11,097 94.7

八

木 368.0 2,428 5,420 5,191 95.8 1,996 4,489 86.5

計

801.1 7,878 17,136 16,907 98.7 7,119 15,586 92.2

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業

西

部 69.0 512 1,235 1,235 100.0 484 1,188 96.2

西本

梅 59.8 347 767 767 100.0 334 738 96.2

八木

北
49.0 463 1,034 1,034 100.0 392 896 86.7

胡

麻
97.8 949 2,160 2,160 100.0 850 1,960 90.7

殿

田
43.1 319 677 677 100.0 256 564 83.3

計 318.7 2,590 5,873 5,873 100.0 2,316 5,346 91.0

農
業
集
落
排
水
事
業

船

岡
18.0 148 366 366 100.0 140 348 95.1

摩気

東部
35.0 196 440 440 100.0 176 402 91.4

大河

内
8.6 49 86 86 100.0 48 84 97.7

天

引
8.2 71 154 154 100.0 66 148 96.1

川

辺
18.5 140 321 321 100.0 126 302 94.1

園部

北部
20.6 205 470 470 100.0 189 441 93.8

美

里
6.0 53 132 132 100.0 51 128 97.0

神

吉
17.4 168 362 362 100.0 160 344 95.0

殿 23.6 162 370 370 100.0 149 337 91.1
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６ 生活環境の整備

下田原 10.9 127 250 250 100.0 113 224 89.6

四ツ谷 16.9 104 179 179 100.0 87 157 87.7

削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除

佐々江 25.0 74 128 128 100.0 58 105 82.0

宮 島 56.3 177 353 353 100.0 161 311 88.1

北 中 19.7 98 212 212 100.0 91 209 94.8

鶴ヶ岡 17.1 62 120 120 100.0 60 117 97.5

平 屋 21.9 109 228 228 100.0 99 201 88.2

大 野 21.9 128 239 239 100.0 113 213 89.1

宮島大

野
19.3 92 191 191 100.0 82 160 83.8

計 371.0 2,112 4,306 4,306 100.0 1,927 3,947 91.7

園部区

域
－ 96 173 173 100.0 65 124 71.7

八木区

域
－ 66 127 127 100.0 19 36 28.8

日吉区

域
－ 251 490 490 100.0 190 384 78.4

美山区

域
－ 1,002 1,837 1,837 100.0 788 1,545 82.5

計 － 1,415 2,663 2,663 100.0 1,062 2,089 78.4

下田原 10.9 128 265 265 100.0 116 242 91.3

四ツ谷 16.9 104 203 203 100.0 83 172 84.7

志和賀 6.1 79 171 171 100.0 69 155 90.6

佐々江 25.0 80 140 140 100.0 65 117 83.6

宮 島 56.3 182 392 392 100.0 162 344 87.8

北 中 19.7 100 231 231 100.0 92 220 95.2

鶴ヶ岡 17.1 59 125 125 100.0 56 122 97.6

平 屋 21.9 106 228 228 100.0 101 217 95.2

大 野 21.9 118 250 250 100.0 109 225 90.0

宮島大

野
19.3 91 209 209 100.0 80 179 85.6

計 371.0 2,239 4,915 4,915 100.0 2,038 4,527 92.1

園部区

域
－ 94 179 179 100.0 55 113 63.1

八木区

域
－ 35 68 68 100.0 17 38 55.9

日吉区

域
－ 276 575 575 100.0 205 450 78.3

美山区

域
－ 1,076 2,124 2,124 100.0 834 1,733 81.6

計 － 1,481 2,946 2,946 100.0 1,111 2,334 79.2
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６ 生活環境の整備

（２）その対策

汚水を集合処理する「公共下水道事業」「特定環境保全公

共下水道事業」「農業集落排水事業」は、処理区域の人口が

減少する中、地方債の償還を継続し、処理施設の維持管理及

び更新を行っていくためには、より一層の経営の効率化が求

められており、処理施設の再編統合や水洗化の促進などを図

る必要がある。令和５年度には、農業集落排水事業 志和賀

処理区が特定環境保全公共下水道事業殿田処理区へ統合され

た。今後は、更に効率的な運営とともに、処理施設の再編を

図る。

また、汚水の集合処理による方式が困難な地域について

は、合併処理浄化槽の設置を推進していく必要がある。

(３)計 画

（２）その対策

汚水を集合処理する「公共下水道事業」「特定環境保全公共

下水道事業」「農業集落排水事業」は、処理区域の人口が減少

する中、地方債の償還を継続し、処理施設の維持管理及び更新

を行っていくためには、より一層の経営の効率化が求められて

おり、処理施設の再編統合や水洗化の促進などを図る必要があ

る。桂川中流流域下水道施設が、平成２８年度から市の管理と

なっている。今後は、追加 効率的な運営とともに、事業認可

区域の早期完成を図る。

また、汚水の集合処理による方式が困難な地域については、

合併処理浄化槽の設置を推進していく必要がある。

(３)計 画

区分 事 業 名 事 業 概 要 事 業 主 体

５

生
活
環
境
の
整
備

(2)下水処理施

設

公共下水道 処理施設再編統合

（特環 1処理区、農排 1処理

区）

南丹市

区分 事 業 名 事 業 概 要 事 業 主 体

５

生
活
環
境
の
整
備

(2)下水処理施

設

公共下水道 処理施設再編統合

（特環 1処理区、農排 2処理

区）

南丹市
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６ 生活環境の整備 （削除）

４４頁
ウ 廃棄物処理施設
（１）現況と問題点
船井郡衛生管理組合の廃棄物処理施設については、本

市の発生した可燃ごみ、不燃ごみ、し尿を処理するため
の施設であるが、現在、焼却施設は休止中であり、焼却
処理及び不燃ごみ処理については、外部委託しているた
め、し尿のみ処理している。今後は、総合的な環境対策
の推進とごみの減量化、一般廃棄物の適正処理などが課
題となる。

（２）その対策
総合的な環境対策の推進の一環として、船井郡衛生管

理組合一般廃棄物の収集、運搬等に係る車両の老朽化へ
の対応として、新たにパッカー車等を整備する。

（３）計 画

（４）公共施設等総合管理計画との整合
本市における公共施設等の現状及び課題を踏まえ、今後
総合的かつ計画的な管理に関する方針は、ファシリティ
マネジメントの考え方を導入し、公共施設等の量及び質
の最適化と長寿命化を図ることを基本とする。

区

分

事 業

名
事 業 概 要

事 業 主

体

５

生
活
環
境
の
整
備

(3)廃棄

物処理施

設

その他

船井郡衛生管理組合負

担金

（ごみ収集運搬車整備

事業パッカー車）

（し尿収集運搬車整備

事業バキューム車タン

ク） など

船井郡衛生

管理組合
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６ 生活環境の整備

ウ．火葬場
（１）現況と問題点
船井郡衛生管理組合火葬場については、昭和４５年４

月に建築され５０年以上が経過しているため施設は老
朽化が進んでおり、特に火葬炉設備は耐用年数を越え、
経年劣化が著しく、近年多額の修繕費が必要となってい
る。また、バリアフリーへの対応、不足する駐車場、狭
い待合室などで利用者に不便をかけていることが多く、
今後見込まれる火葬需要への対応など、多くの問題や課
題を抱えている。

年度別火葬実績

（２）その対策
火葬は、遺体を丁重かつ短時間に自然還元する葬法の

一つであり、高温燃焼により衛生的な骨灰化を図る葬法
として、近年多く行われている。
墓地、埋葬等に関する法律によれば、火葬場の管理な

どは、「国民の宗教的感情に適
合し、且つ公衆衛生その他公共福祉の見地から、支障な
く行われること」とされ、目的に沿った行為が行われる
ように規制されている。
管内においても適正な火葬を行うために、周辺環境の調
和と環境汚染の防止に配慮した火葬場の整備を図る。

この方針との整合性を計りながら公共施設の適正な
維持管理を行う。

エ．火葬場
（１）現況と問題点
船井郡衛生管理組合火葬場については、昭和４５年４

月に建築され５０年以上が経過しているため施設は老
朽化が進んでおり、特に火葬炉設備は耐用年数を越え、
経年劣化が著しく、近年多額の修繕費が必要となってい
る。また、バリアフリーへの対応、不足する駐車場、狭
い待合室などで利用者に不便をかけていることが多く、
今後見込まれる火葬需要への対応など、多くの問題や課
題を抱えている。

年度別火葬実績

（２）その対策
火葬は、遺体を丁重かつ短時間に自然還元する葬法の

一つであり、高温燃焼により衛生的な骨灰化を図る葬法
として、近年多く行われている。
墓地、埋葬等に関する法律によれば、火葬場の管理な

どは、「国民の宗教的感情に適
合し、且つ公衆衛生その他公共福祉の見地から、支障な
く行われること」とされ、目的に沿った行為が行われる
ように規制されている。
管内においても適正な火葬を行うために、周辺環境の調
和と環境汚染の防止に配慮した火葬場の整備を図る。

年

度

区

分

令 和

元年度

令 和

２年度

令 和

３年度

令 和

４年度

令 和

５年度

令 和

６年度

南 丹

市

４５４

体

４５８

体

４６８

体

４７３

体

４７０

体

５２１

体

京丹波

町

１９９

体

１８５

体

２２４

体

２４５

体

２２４

体

２３７

体

管

外
３２体 ２６体 ３５体 ３７体 ３３体 ４０体

合

計

６８５

体

６６９

体

７２７

体

７５５

体

７２７

体

７９８

体

年

度

区

分

平 成

２７年

度

平 成

２８年

度

平 成

２９年

度

平 成

３０年

度

令 和

元年度

令 和

２年度

南 丹

市

４５２

体

４５３

体

４１０

体

４４５

体

４５４

体

４５８

体

京丹波

町

１９８

体

１９８

体

２４０

体

１９７

体

１９９

体

１８５

体

管

外
２８体 ２９体 ４８体 ３５体 ３２体 ２６体

合

計

６７８

体

６８０

体

６９８

体

６７７

体

６８５

体

６６９

体
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（３）計 画

（４）公共施設等総合管理計画との整合
本市における公共施設等の現状及び課題を踏まえ、今後
総合的かつ計画的な管理に関する方針は、ファシリティ
マネジメントの考え方を導入し、公共施設等の量及び質
の最適化と長寿命化を図ることを基本とする。
この方針との整合性を計りながら公共施設の適正な

維持管理を行う。

エ． 消防施設
（略）

（３）計 画

（４）公共施設等総合管理計画との整合
本市における公共施設等の現状及び課題を踏まえ、今後
総合的かつ計画的な管理に関する方針は、ファシリティ
マネジメントの考え方を導入し、公共施設等の量及び質
の最適化と長寿命化を図ることを基本とする。
この方針との整合性を計りながら公共施設の適正な

維持管理を行う。

オ． 消防施設
（略）

区

分

事 業

名
事 業 概 要

事 業 主

体

５

生
活
環
境
の
整
備

(4)火葬

場
新 火 葬 場 整 備

１施設

削 除

船井郡衛生

管理組合

区

分

事 業

名
事 業 概 要

事 業 主

体

５

生
活
環
境
の
整
備

(4)火葬

場
新 火 葬 場 整 備

１施設

非常用発電機整備

１台

船井郡衛生

管理組合
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６．生活環境の整備

消防団組織 (令和７年４月１日)
４６頁

消防団組織 (令和３年４月１日現在)

役 職
本

団

園部

支団

八木

支団

日吉

支団

美山

支団
計

女

性

分

団

ラッ

パ

啓発

部

団 長 1 - - - - - - １

副 団 長 3 - - - - - - ３

支 団 長 - - - １ １ １ １ ４

副 支 団 長 - - - １ １ １ １ ４

副指導員長 - - - １ １ １ １ ４

分 団 長 - - - ５ ５ ３ ５ １８

副 分 団 長 - １ - １０ １０ ６ ９ ３６

部 長 - - - １２ ２１ １４ １１ ５８

指 導 員 - - - １０ ８ ５ １０ ３３

ラ ッ パ 啓 発 部 班 長 - -
（4)

１ １ １ １ ４

ラ ッ パ 啓 発 部 員 - - （９） ２ 3 - ４ ９

班 長 - ４ ３４ 32 20 ２０ 110

団 員 - ４ 336 264 162 137 903

学生機能別団員 37 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ５６

計 41 28 （13） 413 347 214 200 1,243

消 防 車 両 ３３ ２７ １６ ２５ 101

役 職 本団
園部

支団

八木

支団

日吉

支団

美山

支団
計

女性

分団

ラッ

パ

啓発

部

団 長 １ - - - - - - １

副 団 長 ３ - - - - - - ３

支 団 長 - - - １ １ １ １ ４

副 支 団 長 - - - １ １ １ １ ４

副指導員長 - - - １ １ １ １ ４

分 団 長 - - - ５ ５ ３ ５ １８

副 分 団 長 - １ - １０ １０ ６ １０ ３７

部 長 - - - １２ ２３ １４ １３ ６２

指 導 員 - - - １０ ９ ６ １０ ３５

ラ ッ パ 啓 発 部 班 長 - - (4） １ １ １ １ ４

ラ ッ パ 啓 発 部 員 - - (11) ２ ４ １ ４ １１

班 長 - ４ ３４ ３６ ２０ ２５ １１９

団 員 - ８ 360 297 ２１４ 158 1037

追加 追加 追加 追加 追加 追加 追加 追加 追加

計 ４ 13 （15） 437 388 ２６８ 229 1,339

消 防 車 両 ３４ ２７ １７ ２６ １０４
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６．生活環境の整備

４７頁
(３)計画

区

分
事業名 事 業 概 要 事業主体

５

生
活
環
境
の
整
備

(5)消防

施設

ポンプ自動車（ＣＤ－

１） 4台

南丹市

小型動力ポンプ付積

載車（普通） 7台

小型動力ポンプ付積

載車（軽） 6台

小型動力ポンプ27台

耐震性貯水槽整備 4

基

削 除 削 除 削 除

区

分
事業名 事 業 概 要 事業主体

５

生
活
環
境
の
整
備

(5) 消防

施設

ポンプ自動車（ＣＤ－

１） 3台

南丹市

追 加

小型動力ポンプ付積載

車（軽） 9台

小型動力ポンプ 39台

耐震性貯水槽整備 6

基

(7) 過疎

地域持続

的発展特

別事業

防災ハザードマップ再

整備
南丹市
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７ 子育て環境
の確保、高齢者等
の保健及び福祉
の向上及び増進

現在、市内に８箇所の保育所及びこども園（みやま
こども園知井分園は保育休止中）を設置運営している
が、少子化が進行しており、特に日吉地域、美山地域
においてその傾向は顕著である。近年、保育需要の増
加に伴い、入所希望に応えきれない施設も生じるなどの
課題があるため、令和３年４月に民間施設を誘致し１施
設開園。今後も民間の資源を活用することで保育ニーズ
への対応を進めていく。また、公立施設については認定
こども園への移行を念頭に保育所と幼稚園施設の再編
を進める。

５０頁
イ 児童福祉施設
(１)現況と問題点

現在、市内に９箇所の保育所追 加（興風保育所は保

育休止中）を設置運営しているが、少子化が進行して

おり、特に日吉地域、美山地域においてその傾向は顕

著である。近年、保育需要の増加に伴い、入所希望に

応えきれない施設も生じるなどの課題があるため、令

和３年４月に民間施設を誘致し１施設開園。今後も民

間の資源を活用することで保育ニーズへの対応を進め

ていく。また、公立施設については認定こども園への

移行を念頭に保育所と幼稚園施設の再編を進める。
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７ 子育て環境
の確保、高齢者等
の保健及び福祉
の向上及び増進

公立保育所及びこども園の状況(令和７年度)（令和7年5月1日現在）

５０頁
イ 児童福祉施設
公立保育所追 加の状況(令和３年度) （令和3年5月1日現在）

保育所名

利 用

定 員

（人）

入所児童数（人）

0歳児 1歳児 2 歳児 3歳児 4歳児 5 歳児 計

園部保育所 １１０ 11 12 16 25 25 89

城南保育所 100 1 12 15 13 20 16 77

八木中央保育

所

（八木中央幼

児学園 長児

部）

110 12 14 17 24 21 88

八木東保育所

（八木東幼児

学園）

60 1 10 10 8 10 9 48

ひよしこども

園
70 2 6 6 6 3 8 31

胡麻保育所 60 6 10 7 11 9 43

みやまこども

園

(知井分園含

む)

100 1 7 10 6 10 16 50

削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除

計 610 5 64 77 73 103 104 426

保育所名

利 用

定 員

（人）

入所児童数（人）

0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4 歳児 5歳児 計

園部保育所 １３０ １９ ３２ ２９ ３５ ２９ １４４

城南保育所 １５０ ２ １１ １１ １９ ２４ ２７ ９４

八木中央保育

所

（八木中央幼

児学園 長児

部）

１３０ ８ １８ １６ ２７ ２７ ９６

八木東保育所

（八木東幼児

学園）

６０ ３ ８ １３ １１ ７ ９ ５１

日吉中央保育

所
８０ １ １０ ９ １２ ７ １０ ４９

胡麻保育所 ７５ ６ １１ １２ １５ １９ ６３

みやま保育所 ９０ １０ １３ １３ １０ １６ ６２

知井保育所 ３０ １ ４ ２ １ ５ １３

計 ７４５ ６ ７３ １１１ １１４ １２６ １４２ ５７２
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８ 医療の確保

医療機関 (令和３年４月１日現在)

５３頁

医療機関 (令和３年４月１日現在)

診療科 医療機関名 区域

複数

（医）菫会 園部病院 園部

国民健康保険南丹病院組合

京都中部総合医療センター
八木

明治国際医療大学附属病院 日吉

内科

（医）川西診療所

園部

（医）仁丹医院

廣野医院

冨井内科医院

南八田診療所

西田医院

きむら診療所

八木山田医院

山田医院神吉診療所

胡麻佐野診療所

日吉藤岡五ヶ荘診療所

（医）吉田医院

南丹市国民健康保険南丹みやま診療所
美山

南丹市国民健康保険美山林健センター診療所

診療科 医療機関名 区域

複数

（医）菫会 園部病院 園部

国民健康保険南丹病院組合

京都中部総合医療センター
八木

明治国際医療大学附属病院 日吉

内科

（医）川西診療所

園部

（医）仁丹医院

廣野医院

冨井内科医院

南八田診療所

西田医院

きむら診療所

八木山田医院

神吉診療所

胡麻佐野診療所

日吉藤岡五ヶ荘診療所

（医）吉田医院

南丹市国民健康保険南丹みやま診療所
美山

南丹市国民健康保険美山林健センター診療所
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８ 医療の確保

（２）その対策

近年、疾病構造が複雑化し、住民の求める医療は身近
なところでの専門・高度化に加え、高齢者等の増加によ
り総合的なサービスが一体的に受けられるよう、保健・
医療・福祉の連携の強化を図る必要があり、そのための
総合力が発揮できる体制づくりを目指す。
また、市営バスの新規路線開設やデマンドバス拡充に

より、総合病院等への通院が改善されたが、安心して暮
らせるまちづくりの実践のためにも、今後より一層の交
通網の整備や医療ＭａａＳの導入を図り、医療における
地域格差を是正する。

（３）計画

５３頁
（２）その対策

近年、疾病構造が複雑化し、住民の求める医療は身近な
ところでの専門・高度化に加え、高齢者等の増加により総
合的なサービスが一体的に受けられるよう、保健・医療・
福祉の連携の強化を図る必要があり、そのための総合力が
発揮できる体制づくりを目指す。
また、市営バスの新規路線開設やデマンドバス拡充によ

り、総合病院等への通院が改善されたが、安心して暮らせ
るまちづくりの実践のためにも、今後より一層の交通網の
整備 追加 を図り、医療における地域格差
を是正する。

５４頁
（３）計画

区分 事業名 事 業 概 要 事 業 主 体

７

医
療
の
確
保

(1 診療

施設

医療施設改修

南丹市

医療機器購入

患者輸送車

医療MaaS

(3 過疎

地域持

続的発

展特別

事業

医師・看護師等確保

南丹市地域包括ケアシステムの構築

地域団体による送迎体制の構築

区分 事業名 事 業 概 要 事 業 主 体

７

医
療
の
確
保

(1 診療

施設

医療施設改修

南丹市

医療機器購入

患者輸送車

追 加

(3 過疎

地域持

続的発

展特別

事業

医師・看護師等確保

南丹市地域包括ケアシステムの構築

地域団体による送迎体制の構築
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９ 教育の振興

ア．学校教育

（１）現況と問題点

学校教育は児童、生徒の学力等の向上を図ると

ともに、一人ひとりの個性を伸ばし、創造性あふ

れる心豊かな人間に育成することが目的であり、

今後の行政課題において中心的課題である“人づ

くり”を担う分野であるとともに、今日の時代に

即応した特色ある学校づくりと活力ある教育活

動が求められている。

過疎化、少子化により児童・生徒数は減少し続

けており、年齢階層別の年少人口（０～１４歳）

は２０年間（平成１２年～令和２年）に約３８％

も減少し、少子化の急速な進行を如実に表してい

る。また、特に日吉地域、美山地域においてはそ

の傾向が著しい。

児童・生徒数の動向にも注視しつつ、安全かつ

適切な学習環境を引き続き提供するため、老朽化

した校舎や給食施設等の維持管理、気象変動も踏

まえた学校運営の見直し、検討が必要となってき

ている。

５５頁

学校教育は児童、生徒の学力等の向上を図ると

ともに、一人ひとりの個性を伸ばし、創造性あふ

れる心豊かな人間に育成することが目的であり、

今後の行政課題において中心的課題である“人づ

くり”を担う分野であるとともに、今日の時代に

即応した特色ある学校づくりと活力ある教育活

動が求められている。

過疎化、少子化により児童・生徒数が減少し、

平成２７年度に園部地域及び八木地域、平成２８

年度に美山地域の小学校の再編整備を行ったが、

特に日吉地域、美山地域においてはその傾向が著

しく、引き続き老朽化した校舎や給食施設の維持

管理など、今後の学校運営等についての十分な検

討が必要とされている。

年齢階層別でも年少人口（０～１４歳）は４０

年間（昭和５０年～平成２７年）に約５５％も減

少し、少子化の急速な進行を如実に表している。
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９ 教育の振興

ア．学校教育

（１）現況と問題点

児童数・生徒数

５５貢

児童数・生徒数

学 校 名 令和元年度 令和４年度 令和７年度

園 部 小学校 588 593 549

園部第二 小学校 227 203 207

八 木 西 小学校 164 155 137

八 木 東 小学校 139 140 140

殿 田 小学校 66 46 56

胡 麻 郷 小学校 126 116 90

削 除 削 除 削 除 削 除

削 除 削 除 削 除 削 除

削 除 削 除 削 除 削 除

削 除 削 除 削 除 削 除

削 除 削 除 削 除 削 除

美 山 小学校

削 除
138 142 106

計 1,448 1,395 1,285

園 部 中学校 376 370 388

八 木 中学校 139 140 145

殿 田 中学校 90 97 81

美 山 中学校 57 54 75

桜 が 丘 中学校 5 15 16

計 667 676 705

合 計 2,115 2,071 1,990

学 校 名 平成２７年 平成３０年 令和３年度

園 部 小学校 ５６８ ５９２ ５８６

園部第二 小学校 ２３５ ２３３ ２１４

八 木 西 小学校 １６２ １６０ １５２

八 木 東 小学校 １４２ １３７ １４４

殿 田 小学校 ８８ ６８ ５７

胡 麻 郷 小学校 １１９ １３１ １０９

平 屋 小学校 ３０

知 井 小学校 ３４

宮 島 小学校 ３４

鶴 ケ 岡 小学校 １６

大 野 小学校 ２１

美 山 小学校

(平成２８年度に知

井、平屋、宮島、鶴ケ岡、

大野小学校を１校に再編)

１３４ １３１

計 １，４４９ １，４５５ １，３９３

園 部 中学校 ４０５ ３８７ ３６９

八 木 中学校 １４７ １４５ １３５

殿 田 中学校 １１５ ８６ １０３

美 山 中学校 ９０ ６１ ５５

桜 が 丘 中学校 １６ １５ １６

計 ７７３ ６９４ ６７８

合 計 ２，２２２ ２，１４９ ２，０７１
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９ 教育の振興

ア．学校教育

（２）その対策

心豊かでたくましい子どもの育成や、時代の変

化や国際化・情報化等に対応した創意ある教育課

程の実施、学校・家庭・地域社会が三位一体とな

って進める“協育”の推進などソフト面の取り組

みとともに、少子化を見据えた小中一貫教育や校

舎等の環境改善を図る改修などハード面の整備

を併せた総合的な教育環境整備を進める。

また、広大な面積のうえ交通事情に恵まれない

本市においては、児童・生徒の通学対策として、

公共交通の活用に加え、専用スクールバスや市営

バス（スクール便）を運行している。児童・生徒

数や社会情勢が変化するなか、通学手段を継続し

て確保するため、関係機関との運行調整、専用ス

クールバスの更新を行う。

５６貢

心豊かでたくましい子どもの育成や、時代の変

化や国際化・情報化等に対応した創意ある教育課

程の実施、学校・家庭・地域社会が三位一体とな

って進める“協育”の推進などソフト面の取り組

みとともに校舎等の諸施設の改修などハード面

の整備を併せた総合的な教育環境整備を進める。

なお、再編整備により閉校となった校舎について

は、地域への愛着を育んできた貴重な地域資産で

あるため、有効活用を進める。

また、広大な面積のうえ交通事情に恵まれない

本市においては、児童・生徒の通学対策として、

公共交通の活用だけではなく、専用スクールバス

や市営バス（スクール便）を運行しているが、児

童・生徒数や社会情勢が変化するため、それに応

じた運行調整を行う。
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９ 教育の振興

ア．学校教育

（３）計画

５６貢

区

分
事 業 名 事 業 概 要

事業

主体

８

教
育
の
振
興

(1)学校教育関連施

設 校舎

,削 除

,削 除

,削 除

,削 除

,削 除

,削 除

小学校校舎 LED 改修工事(７校)

中学校校舎 LED 改修工事(４校)

空調機の更新工事

小中一貫校/義務教育学校校舎整備工事

老朽箇所改修工事

南丹

市

屋内運動場

削 除

小学校体育館 LED 改修工事(４校)

中学校体育館 LED 改修工事(４校)

小学校体育館断熱工事(７校)

中学校体育館断熱工事(４校)

小学校体育館空調機器設置工事(７校)

区

分
事 業 名 事 業 概 要

事 業

主体

８

教
育
の
振
興

(1)学校教育関連施設

校舎 殿田中学校校舎改修工事

美山中学校校舎改修工事

美山小学校校舎改修工事

八木西小学校屋内運動場トイレ設置工事

八木東小学校屋内運動場トイレ設置工事

義務教育学校校舎新築工事(美山町)

南 丹

市

屋内運動場

美山小学校体育館改修工事

その他

（4）過疎地域持続的

発展特別事業

その他

中学校特別教室空調設備設置工事 ４校

中学校トイレ改修工事 ４校

八木西小学校駐車場整備工事

学校給食共同調理場改修事業（集約・長寿命化）

学校給食配送車更新

廃校校舎等の不要市有施設の解体撤去
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９ 教育の振興

ア．学校教育

（３）計画

区

分
事 業 名 事 業 概 要

事業

主体

８

教
育
の
振
興

屋内運動場

スクールバス・ボート

給食施設

その他

,中学校体育館空調機器設置工事(４校)

老朽箇所改修工事

南丹

市

スクールバス更新事業

給食調理場 LED・施設改修工事(２箇所)

削 除

削 除

八木西小学校駐車場整備工事

削 除

削 除

廃校校舎等の不要市有施設の解体撤去（4）過疎地域持続的

発展特別事業

その他
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９ 教育の振興

ア．学校教育

イ 社会教育

本市における公共施設等の現状及び課題を踏

まえ、今後総合的かつ計画的な管理に関する方針

は、ファシリティマネジメントの考え方を導入

し、公共施設等の量及び質の最適化削 除を

図ることを基本とする。

この方針との整合性を計りながら公共施設の

適正な維持管理を行う。

５７貢
（４）公共施設等総合管理計画との整合

本市における公共施設等の現状及び課題を踏

まえ、今後総合的かつ計画的な管理に関する方針

は、ファシリティマネジメントの考え方を導入

し、公共施設等の量及び質の最適化と長寿命化を

図ることを基本とする。

この方針との整合性を計りながら公共施設の

適正な維持管理を行う。

５７頁

集会施設等
名 称 名 称

南丹市園部文化会館 削 除

南丹市立中央図書館 南丹市八木東部文化センター

南丹市立文化博物館 南丹市八木老人いこいの家

南丹市園部北部コミュニティセンター 南丹市日吉生涯学習センター

南丹市園部南部コミュニティセンター 南丹市日吉図書室

南丹市こむぎ山健康学園 南丹市日吉はーとぴあ

南丹市園部木崎町児童老人会館 南丹市日吉市民センター

南丹市園部城南町児童老人会館 南丹市日吉胡麻基幹集落センター

南丹市園部仁江文化センター 南丹市日吉産業振興会館

南丹市園部半田文化センター 南丹市日吉胡麻コミュニティセンター

南丹市園部埴生文化センター 南丹市日吉興風交流センター

南丹市園部小山西町老人会館 日吉駅交流センター

削 除 南丹市日吉殿田活力倍増センター

南丹市八木市民センター 南丹市美山文化ホール

南丹市八木図書室 南丹市美山図書室

南丹市八木東地区自治振興会館 南丹市美山知井会館

南丹市八木西地区自治振興会館 南丹市美山福泉館

南丹市八木南地区自治振興会館

南丹市美山高齢者女性等生きがい発揮

促進施設（大野地域総合サービスセンタ

ー）

南丹市八木北地区自治振興会館 削 除

南丹市八木神吉地区自治振興会館 削 除

南丹市コミュニティプラザよしとみ 南丹市美山虹の湖交流センター

削 除 南丹市新庄地域活性化センター

削 除 南丹市吉富地域活性化センター

南丹市西本梅地域活性化センター 南丹市国際交流会館

名 称 名 称

南丹市園部文化会館 南丹市八木東教育集会所

南丹市立中央図書館 南丹市八木東部文化センター

南丹市立文化博物館 南丹市八木老人いこいの家

南丹市園部北部コミュニティセンター 南丹市日吉生涯学習センター

南丹市園部南部コミュニティセンター 南丹市日吉図書室

南丹市こむぎ山健康学園 南丹市日吉はーとぴあ

南丹市園部木崎町児童老人会館 南丹市日吉市民センター

南丹市園部城南町児童老人会館 南丹市日吉胡麻基幹集落センター

南丹市園部仁江文化センター 南丹市日吉産業振興会館

南丹市園部半田文化センター 南丹市日吉胡麻コミュニティセンター

南丹市園部埴生文化センター 南丹市日吉興風交流センター

南丹市園部小山西町老人会館 日吉駅交流センター

南丹市小山西町教育集会所 南丹市日吉殿田活力倍増センター

南丹市八木市民センター 南丹市美山文化ホール

南丹市八木図書室 南丹市美山図書室

南丹市八木東地区自治振興会館 南丹市美山知井会館

南丹市八木西地区自治振興会館 南丹市美山福泉館

南丹市八木南地区自治振興会館

南丹市美山高齢者女性等生きがい発揮

促進施設（大野地域総合サービスセンタ

ー）

南丹市八木北地区自治振興会館 南丹市五ヶ庄地域活性化センター

南丹市八木神吉地区自治振興会館 南丹市平屋地域活性化センター

南丹市コミュニティプラザよしとみ 南丹市大野地域活性化センター

南丹市神吉教育集会所 南丹市新庄地域活性化センター

南丹市川辺地域活性化センター 南丹市吉富地域活性化センター

南丹市西本梅地域活性化センター 南丹市国際交流会館
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９ 教育の振興

(３)計 画

５９頁

(３)計 画

事業名 事業概要 事業主体 事業名 事業内容 事業主体

(3)集会施

設、体育施設

等
集会施設

美山文化ホール大規
模改修・機能移転

南丹市

(3)集会施

設、体育施設

等
集会施設

美山文化ホール大規
模改修 追 加

南丹市
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